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 令和２年３月３０日(月)午後２時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■ 大阪府総合労働事務所が、３月１３日にまとめた府内の春季賃上げ要求・回答・妥結状況は 
以下のとおりです。【単純平均（１組合あたり平均）】 

■ また、本集計は、定期昇給及びベースアップ（またはこれらに相当する賃上げ額）の合計額を 
記載しています。 

 
◇ 要求・回答・妥結額の水準 

 

区 分 
令和２年 

（第１報・３月１３日集計） 

令和元年（平成３１年） 

（第１報・３月１８日集計） 

要 求 
（４８４組合） 

１１，８９０円 

（４２１組合） 

１２，６６４円 

回 答 
（１５０組合） 

５，８４６円 

（１３７組合） 

５，９７９円 

 うち、妥結 
（７３組合） 

    ６，０７０円 

（６５組合） 

５，９７９円 

 
 

◇ 企業(従業員)規模別回答・妥結状況 
 

企業規模 

（従業員数） 

集計 

組合数 
回答額（円） 

 

うち、妥結 

集計組合数 妥結額（円） 

２９９人 

以下の 

内訳 

２９人以下 ３ ５，３３１ ２ ５，３４６ 

３０～９９人 ２４ ５，５１４ ５ ６，５３５ 

１００～２９９人 ４３ ５，９５４ ９ ５，４３４ 

２９９人以下 ７０ ５，７７７ １６ ５，７６７ 

３００～９９９人 ２５ ５，５５２ ８ ５，８５０ 

１，０００人以上 ５５ ６，０６７ ４９ ６，２０４ 

連 絡 先 

大阪府総合労働事務所 

地域労政課 寺本・大原 

▽直 通 06-6946-2605 

【単純平均】 

◇ 要求額   １１，８９０円 

◇ 回答額    ５，８４６円 

◇ 妥結額    ６，０７０円 
 

令和２年 

春季賃上げ要求・妥結状況 第１報 
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◇ 産業別要求・回答・妥結状況 【単純平均】 

 

要求組合 要求額 回答組合 回答額 妥結組合 妥結額
　(組合） 　(円） 　（組合） 　（円） 　（組合） 　（円）

484 11,890 150 5,846 73 6,070

322 10,934 110 5,896 50 6,107

13 10,105 7 6,017 7 6,017

33 8,592 18 6,154 18 6,154

2 10,950

3 5,433

45 10,069 16 6,725 8 7,012

2 2,802

2 8,250

2 7,750

15 33,158

41 9,089 4 7,252

15 8,389 4 5,122 1 5,692

49 9,315 12 5,736 6 5,369

73 10,925 42 5,544 10 5,844

2 9,440

11 15,807 5 5,565

1 12,400

12 9,049 2 4,545

1 13,500

162 13,789 40 5,707 23 5,989

5 14,906

1 8,400 1 7,140 1 7,140

6 11,535 9 7,924 1 12,700
うち、通信・放送 1 10,019
うち、情報サービス 2 8,750
うち、情報制作（出版等） 4 12,927 8 7,662 1 12,700

79 15,711 12 3,226 6 3,497
うち、私鉄・バス等 2 35,000
うち、道路貨物輸送 48 11,989 12 3,226 6 3,497
うち、郵便業

うち、その他 29 20,541

42 9,975 13 6,459 13 6,459

4 25,118 2 6,916 1 5,783
うち、金融・保険業 1 50,000
うち、不動産業 3 16,824 2 6,916 1 5,783
うち、物品賃貸業

1 13,500

5 9,841

8 15,062 2 3,061
うち、教育・学習支援業 4 10,000
うち、医療・福祉 4 20,125 2 3,061

11 12,544 1 7,177 1 7,177
うち、複合サービス事業 6 12,407 1 7,177 1 7,177
うち、自動車整備・機械修理 2 12,974
うち、賃貸・広告業

うち、その他 3 12,531

製 造 業 計

要 求 状 況 回　答　状　況 妥　結　状　況

非鉄金属

食料品・たばこ

繊維、衣服

木材、家具・装備品

パルプ・紙・紙加工品

印刷・同関連

化学

石油・石炭製品

プラスチック製品

ゴム、皮革製品

窯業・土石製品

鉄鋼

電気・ガス・熱供給・水道業

金属製品

機械器具

電子部品・デバイス

電気機械器具

情報通信機械器具

輸送用機械器具

その他の製造

非製造業計

農林水産業

鉱業・採石・砂利

建設業

全　産　業　計

複合サービス業、サービス業

※ 集計組合数が少ない業種については、平均額の精度が十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当たっては御留意ください。

学術研究、専門・技術サービス業

飲食店、宿泊業

生活関連サービス業、娯楽業

医療、福祉、教育、学習支援業

情報通信業

運輸業 ・郵便業

卸売・小売業

金融・保険、不動産、物品賃貸業
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【参考】 
 

◇ 賃上げ率が算出可能（平均賃金が明らか）な６７組合における妥結状況 

                                               （単純平均） 

区 分 平均賃金 妥結額 賃上げ率 

妥 結 ２９７，６４９円 ６，２４８円 ２．１０％ 

 

 

 

◇ 妥結額が明らかな同一組合における対前年比較 
（単純平均・集計対象組合数：６３組合） 

区 分 令和２年 令和元年（平成３１年） 対前年比金額（率） 

妥 結 ６，１５０円 ６，３９０円 ▲２４０円（▲３．８％） 

※本結果は、第１報時点で妥結済みの７３組合のうち、前年の妥結額も明らかな同一の６３組合で 

比較したものです。なお、本結果の詳細については、詳細分析報告にて発表します。 

 

 

【年間一時金・夏季一時金の回答状況】 
 

区 分 集計組合数 内 容 回答額 

回 答 
５６組合 年間一時金 １，３９１，５４８円 

８０組合 夏季一時金 ６８５，３２０円 

※本結果は、春闘時に賃上げと併せて年間一時金又は夏季一時金の交渉を実施している組合 

において単純平均し集計を行ったものです。なお、夏季一時金の調査結果（要求・回答・妥結） 

については６月１６日以降に順次、発表します。 

 

  【今後のホームページでの公表予定】 
第２報：４月１７日（金曜日） 

第３報：５月１５日（金曜日） 

最終報：６月８日（月曜日） 

詳細分析報告：６月１５日（月曜日） 

 

◆総合労働事務所 ホームページ 

 

調査資料一覧 

    http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html 
   ※右のＱＲコードからもご覧いただけます。 

 

  ※令和２年４月１日から、総合労働事務所（南大阪センターを含む）は組織統合により 

「労働環境課」に変わります。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html

